
（案） 

 

神戸市会政務活動費の交付に関する条例 

                                    平 成 1 3年 ３ 月 3 0日    

                                    条 例 第 3 6 号    

 改正  平14. 7.16条例14，平 18. 9.25条例 15，平 19. 6.29条例３，平20.10.10条例 13，平 24. 3.30条例 65， 

    平24． 6.29条例４，平 25． 2.28条例 60，平 28. 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項から第16

項までの規定に基づき，神戸市市会議員（以下「議員」という。）の調査研究そ

の他の活動に資するため必要な経費の一部として，神戸市会（以下「市会」とい

う。）における会派（神戸市議会基本条例（平成24年６月条例４号）第６条の規

定にかかわらず，会派に所属しない議員も会派とみなす。以下同じ。）に対し政

務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （会派の責務） 

第１条の２ 会派は，交付を受けた政務活動費について，証拠書類を公開すること

その他の方法により使途の透明性を確保するとともに、その使途に関し説明する

責務を負う。 

 （交付の対象） 

第２条 政務活動費は，市会における会派に対し，交付する。 

 （交付の額及び方法） 

第３条 政務活動費として各会派に対し交付する月額は，当該会派に所属する議員

の数に38万円を乗じて得た額とする。 

２ 所属する議員の数が５人以上の会派が当該会派に会派専属政務調査員（以下

「政務調査員」という。）を配置している場合にあっては，政務調査員１人（月

の途中で政務調査員が交替した場合にあっても，政務活動費の月額の算定との関

係においては，これを１人とみなす。）につき月額34万円の範囲内において規則

で定める額を前項の月額に加算する。ただし，当該加算の対象となる政務調査員

の数は，会派に所属する議員の数に応じて規則で定める人数を超えることができ

ないものとする。 

３ 前２項に規定する議員の数は，月の初日における数 (当該初日に異動が生じた

場合にあっては，異動後の数)とする。ただし，同日において当該会派に所属す

る議員に神戸市市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例 (昭和

31年10月条例第24号)第３条の２第１項に規定する一時差止処分を受けた者又は

同条第３項の規定により議員報酬が支給されない者 (以下「差止等対象者」とい

う。)がいるときは，その数から差止等対象者を減じた数とする。 

４ 月の中途において，議員の任期満了，辞職，失職，除名若しくは死亡，若しく
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は所属会派からの脱会若しくは除名又は市会の解散により異動が生じた場合にお

いては，当該月分の政務活動費は，異動がなかったものとみなして交付する。一

の会派が他の会派と合併し，又は会派が解散した場合においても，同様とする。 

５ 政務活動費は，毎月交付するものとし，その交付の手続については，規則で定

める。 

 （経費の範囲） 

第４条 会派は，交付を受けた政務活動費を別表に定める経費の範囲に従って使用

するものとし，市政に関する調査研究又は要請・陳情活動の目的以外の目的に使

用してはならない。 

 （経理責任者の設置） 

第５条 会派は，交付を受けた政務活動費の経理を明確に行うため，経理責任者を

置かなければならない。 

 （収支報告書等の提出） 

第６条 会派の代表者は，別記様式に定める政務活動費に係る収入及び支出の報告

書（以下この条において「収支報告書」という。）を作成し，議長に提出しなけ

ればならない。 

２ 収支報告書には，当該支出に係る領収書その他の当該支出を証する書類（次項

において「領収書等」という。）の写しを添付しなければならない。 

３ 収支報告書及び領収書等の写し（以下「収支報告書等」という。）は，前年度

（会派が解散した場合にあっては，解散に係る年度）の交付に係る政務活動費に

ついて，毎年４月１日から５月20日までの間（会派が解散した場合にあっては，

解散後50日以内）に提出しなければならない。 

 （政務活動費の返還） 

第７条 会派の代表者は，交付を受けた政務活動費の総額から当該会派がその年度

において第４条に規定する経費の範囲に従って支出した総額を控除して残余があ

る場合においては，収支報告書等の提出後，速やかに，当該残余の額に相当する

額を返還しなければならない。 

 （収支報告書等の保存及び閲覧） 

第８条 第６条第１項及び第２項の規定により提出された収支報告書等は，議長に

おいて，これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで

保存しなければならない。 

２ 何人も，議長に対し，前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を

請求することができる。 

３ 議長は，前項の規定による請求があったときは，神戸市情報公開条例（平成13

年７月条例第29号）第10条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分

を除き，収支報告書等を閲覧に供するものとする。 
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４ 前２項に定めるもののほか，収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は，議長が

定める。 

 （透明性の確保） 

第９条 議長は，前条に定めるもののほか，第６条第１項及び第２項の規定により

提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等，政務活動費の適正

な運用を図るとともに，使途の透明性の確保に努めるものとする。 

 （施行細目の委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

 この条例は，平成13年４月１日から施行する。 

   附 則（平14. 7.16条例14） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（平18. 9.25条例15） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（平19. 6.29条例３） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成19年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の神戸市会政務調査費の交付に関する条例の規定中収支

報告書等に関する部分は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に交付を受けた政務調査費について適用し，施行日前に交付を受けた政務調査費

については，なお従前の例による。 

   附 則(平20.10.10条例13) 

  この条例は，公布の日から施行し，第１条の規定による改正後の神戸市市会議

員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の規定，第２条の規定による

改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及

び第４条の規定による改正後の神戸市会政務調査費の交付に関する条例の規定は，

地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日(平成20年９

月１日)から適用する。 

   附 則（平24. 3．30条例65） 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成24年４月１日から施行する。 

   附 則（平25. 2．28条例60） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成25年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後の神戸市会政務活動費の交付に関する条例の規定は，こ

の条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し，この条例の施行の日

前にこの条例による改正前の神戸市会政務調査費の交付に関する条例の規定によ

り交付された政務調査費については，なお従前の例による。ただし，この条例に

よる改正後の第８条第２項から第４項までの規定は，この条例の施行の日以後に

提出される収支報告書等から適用する。 

 （議会基本条例の一部改正） 

３ 神戸市議会基本条例（平成24年６月条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第21条の見出しを「（政務活動費）」に改め，同条中「調査研究」の次に「そ

の他の活動」を加え，「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

   附 則（平28.  ． 条例 ） 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

項 目 内   容 

調査委託費 会派が行う調査及び研究に必要な専門的事項に係る調査の

委託に要する経費 

管外調査費 会派が行う調査及び研究に必要な他都市等の調査に要する

経費 

要請・陳情活動費 会派が行う要請・陳情活動に要する経費 

会議研修費 会派が行う調査及び研究に必要な会議又は研修に要する経

費 

資料購入費 会派が行う調査及び研究に必要な図書その他の資料の購入

に要する経費 

広報費 会派の調査及び研究に係る活動，議会活動等について住民

に広報するために要する経費 

広聴費 会派が市政，会派の政策等に関する住民からの意見及び要

望を聴取するために要する経費 

交通費 会派が行う調査及び研究に必要な市域内の移動に要する経

費 

人件費 

 

会派が行う調査及び研究を補助する者の雇用に要する経費 

その他の経費 会派が行う調査及び研究に必要な経費であって，上記以外

のもの 
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別記様式（第６条関係） 

（表） 

 

収支報告書 

                            年  月  日  

   神戸市会議長 様 

                  会派の名称 

 

                  会派の代表者の氏名 

                                   ㊞ 

                  経理責任者の氏名 

                                   ㊞ 

 

 

    神戸市会政務活動費の交付に関する条例第６条の規定により    年   

 

     月から    年  月までにおける政務活動費に係る収入及び支出   

 

   について，報告します。 

 

記 

 

 

 

   １ 精算書 

 

 

 収    入  

 

 

 

                 円  

 

 支    出  

 

 

 

                 円  

 

 残    額  

 

 

 

                 円  
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（裏） 

   

   ２ 収支 

    (1) 収入                     （単位：円） 

 
項    目 

 
金    額 摘    要 

 
交付を受けた政務活動費 

 
  

 
預 金 利 息 

 
  

 
合    計 

 
  

 

    (2) 支出                     （単位：円） 

 
項    目 

 
金    額 摘    要 

 
調 査 委 託 費 

 
  

 
管 外 調 査 費 

 
  

 
要請・陳情活動費 

 
  

 
会 議 研 修 費 

 
  

 
資 料 購 入 費 

 
  

 
広 報 費 

 
  

 
広 聴 費 

 
  

 
交 通 費 

 
  

 
人 件 費 

 
  

 
そ の 他 の 経 費 

 
  

 
合    計 

 
  

 


